
生活援助サービス
自立した生活を支援
するために、市の研
修受講者などがご自

平成２９年４月より
東大阪市の介護予防・日常生活支援総合事業

（総合事業）が始まります
総合事業とは
要支援１・２の方への介護予防サービスの訪問介護と通所介護は、これまでは全
国一律の基準でしたが、介護保険法の改正により、各市町村独自の介護保険地域支
援事業へと移行することになります。
なお、要介護の方の介護サービスや、要支援の方の訪問看護や通所リハビリなど
のサービスはこれまでどおりで変わりありません。

東大阪市では
比較的軽度な介護が必要な要支援１・２の方への支援について、これまでの介護
事業所に加えて、多様な担い手である市民ボランティアや地域での支え合いなどに
よる多様な支援を推進していきます。
また、６５歳以上の全ての方を対象とする一般介護予防事業なども今後一層広く
展開していき、高齢者が出来るだけ元気に暮らせるまちづくりを目指します。
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介護予防サービス
ホームヘルパーがご
自宅を訪問し、食事
や入浴など日常生活

上の支援を

助け合いサービス
定期的な声かけや見
守り、玄関先での
ちょっとした生活支援

新しいサービス(担い手を募集します)
これまでの
国基準と同じ

平成２８年１０月

東大阪市の総合事業の訪問型・通所型サービス類型（予定）について

市民ボランティアや地域で
の支え合い活動グループな
どを募集（助成制度あり）

事業者を募集
（報酬単価制度）

宅を訪問し、
掃除や洗濯
等の援助を
行います。

問
型

通
所
型

上の支援を
行います。

を行います。

短時間サービス
デイサービスセンター
などで、生活機能の
向上のための運動を

行います。

つどいサービス
地域の通いの場など
で、簡単な運動やレ
クリエーションなどを
行います。

介護予防サービス
デイサービスセンター
で、食事や入浴など
の支援や、運動器や
口腔の機能向上の支
援を行います。

お問い合わせ先
東大阪市福祉部高齢介護室
地域包括ケア推進課
℡０６－４３０９－３０１３
FAX０６－４３０９－３８４８

総合事業の利用について
お近くの地域包括支援セン
ターで、サービスの説明や手
続などを行います。
お気軽にご相談ください。
（現在は制度開始に向け
て準備中です）


